
 

 

第５章 生涯学習施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体化の取組】 【施策の方向】 【施策目標】 
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①市民ニーズにこたえる事業の推進 

②すべての人が学べる機会の提供 

①交流の場や機会の提供 

 
②地域課題の共有化と 

解決に向けた学びの推進 

①市民とともにつくる学びの場づくり 

 
②各種団体・組織などと連携した 

 学習機会の創出 

①さまざまな媒体の活用による広報 

②学びの裾野を広げる情報発信 

③学習相談体制の充実 

①学びにかかわる市民や組織との協働 

 
②地域を担う将来世代を育む 

 しくみづくり 

③「立川市民科」の推進 

 
①コーディネーターとしての 

 職員の養成、研修体制の強化 

①学習施設の充実と利便性の確保 

 
②公平で柔軟な施設利用の推進や 

 学習施設の連携促進 

③施設の維持管理 
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